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＜目次＞ 

 

（注）本文中の法律の略称は、以下によっています。 

  ・労基法 …労働基準法（昭和 22 年法律第 49 条） 

  ・労基則 …労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号） 

  ・労働時間等設定改善法施行規則 

       …労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則（平成

４年労働省令第 26 号） 

・改正法 …労働基準法の一部を改正する法律（令和２年法律第 13 号） 

  ・改正省令…労働基準法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生

労働省令第 76 号） 

 

 

１．賃金請求権の消滅時効の見直し関係 

番号 質問内容 頁 

１-１ 
賃金請求権の消滅時効の起算点について、現行の取扱い

から変更はあるのか。 
４ 

１-２ 

労基法第 115 条の規定の対象となる債権は何か。また、

今般の改正により消滅時効期間が延長される債権は何

か。 

４ 

１-３ 
改正法の施行日以後、労基法第 115 条に規定する賃金請

求権の消滅時効期間は何年となるのか。 
５ 

１-４ 
今般の改正による新しい消滅時効期間は、いつの時点の

賃金請求権に適用されるのか。 
５ 
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２．記録の保存期間の延長等関係 

番号 質問内容 頁 

２-１ 
労基法第 109 条の対象となる記録は具体的にどのような

ものか。また、当該記録の保存期間は何年となるのか。 
６ 

２-２ 
労基法第 109 条に規定する記録以外で、保存期間が延長

されるものは何か。 
６ 

２-３ 

記録の保存期間の起算日の明確化の具体的な内容はどの

ようなものか。また、保存期間の起算日の明確化の対象

となる記録は何か。 

８ 

 

３．付加金の請求期間の延長関係 

番号 質問内容 頁 

３-１ 付加金制度の対象となる違反とは何か。 10 

３-２ 
改正法の施行日以後、労基法第 114 条に規定する付加金

の請求期間は何年となるのか。 
10 

３-３ 

今般の改正による新たな付加金の請求期間の適用につい

て、改正法の施行日以後に違反があった時に該当するか

は、具体的にどのように判断するのか。 

10 

 

４．その他 

番号 質問内容 頁 

４-１ 

今般の改正による新たな賃金請求権の消滅時効期間や付

加金の請求期間は、賃金支払日や労基法第 114 条に規定

する「違反があった時」が施行日前であった場合には適

用されないのか。 

11 

４-２ 
賃金関連記録の電子データ化を実施するに当たり、活用

できる支援策はないか。 
12 
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１．賃金請求権の消滅時効の見直し関係 

Q１-１ 賃金請求権の消滅時効の起算点について、現行の取扱いから変更はあ

るのか。 

（A） 

○ 賃金請求権の消滅時効の起算点について、現行の取扱いから変更はありま

せん。 

 

○ 改正後の労基法第 115 条では、賃金請求権の消滅時効の起算点が「これを

行使することができる時」であることが明確化されますが、これは従来と同

様、賃金支払期日が起算点であることを示しています。 

 

 

Q１-２ 労基法第 115 条の規定の対象となる債権は何か。また、今般の改正に

より消滅時効期間が延長される債権は何か。 

（A） 

○ 労基法第 115 条の規定の対象となる債権は、以下のとおりです。 

 ①賃金（退職手当を除く。）の請求権 

  …金品の返還（23 条。賃金の請求に限る。）、賃金の支払（24 条）、 

非常時払（25 条）、休業手当（26 条）、出来高払制の保障給（27 条）、 

時間外・休日労働等に対する割増賃金（37 条）、 

年次有給休暇中の賃金（39 条９項）、未成年者の賃金請求権（59 条） 

 ②災害補償の請求権 

  …療養補償（75 条）、休業補償（76 条）、障害補償（77 条）、 

遺族補償（79 条）、葬祭料（80 条）、分割補償（82 条） 

 ③その他の請求権 

  …帰郷旅費（15 条３項、64 条）、退職時の証明（22 条）、 

金品の返還（23 条。賃金を除く。）、年次有給休暇請求権（39 条） 

 ④退職手当（24 条。労働協約又は就業規則によって予め支給条件が明確にさ

れている場合）の請求権 

 

○ 上記のうち、今般の改正により消滅時効期間が延長される債権は、①の賃

金の請求権であり、②～④の請求権については、現行の消滅時効期間（②・

③は２年、④は５年）が維持されます。 
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Q１-３ 改正法の施行日以後、労基法第 115 条に規定する賃金請求権の消滅時

効期間は何年となるのか。 

（A） 

○ 改正法の施行日以後、賃金請求権の消滅時効期間は、現行の２年から５年

に延長されます。ただし、経過措置として、当分の間は３年が適用されま

す。 

 

 

Q１-４ 今般の改正による新しい消滅時効期間は、いつの時点の賃金請求権に

適用されるのか。 

（A） 

○ 新しい消滅時効期間は、改正法の施行期日（令和２年４月１日）以後に支

払期日が到来する賃金の請求権に適用されます。 
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２．記録の保存期間の延長等関係 

Q２-１ 労基法第 109 条の対象となる記録は具体的にどのようなものか。ま

た、当該記録の保存期間は何年となるのか。 

（A） 

○ 労基法第 109 条の対象となる記録は、以下のとおりです。 

①労働者名簿 

②賃金台帳 

③雇入れに関する書類 

例：雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書、 

身元引受書等 

④解雇に関する書類 

例：解雇決定関係書類、解雇予告除外認定関係書類、 

予告手当または退職手当の領収書等 

⑤災害補償に関する書類 

例：診断書、補償の支払、領収関係書類等 

⑥賃金に関する書類 

例：賃金決定関係書類、昇給・減給関係書類等 

⑦その他労働関係に関する重要な書類 

   例：出勤簿、タイムカード等の記録、労使協定の協定書、各種許認可

書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類（使用者自ら

始業・終業時間を記録したもの、残業命令書及びその報告書並びに

労働者が自ら労働時間を記録した報告書）、退職関係書類、休職・

出向関係書類、事業内貯蓄金関係書類等 

 

○ 改正法の施行日以後、上記の記録の保存期間は、現行の３年から５年に延

長されます。ただし、経過措置として、当分の間は３年が適用されます。 

 

 

Q２-２ 労基法第 109 条に規定する記録以外で、保存期間が延長されるものは

何か。 

（A） 

○ 今般の改正では、Q２-１の記録に加え、労基則等に規定にされる以下の記

録の保存期間についても、改正法の施行日以後、現行の３年から５年に延長

されます。ただし、経過措置として、当分の間は３年が適用されます。 

 ⑧時間外・休日労働協定における健康福祉確保措置の実施状況に関する記録

（労基則第 17 条第２項） 
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⑨専門業務型裁量労働制に係る労働時間の状況等に関する記録（労基則第 24

条の２の２第３項第２号） 

⑩企画業務型裁量労働制に係る労働時間の状況等に関する記録（労基則第 24

条の２の３第３項第２号） 

⑪企画業務型裁量労働制等に係る労使委員会の議事録（労基則第 24 条の２の

４第２項） 

⑫年次有給休暇管理簿（労基則第 24 条の７） 

⑬高度プロフェッショナル制度に係る同意等に関する記録（労基則第 34 条の

２第 15 項第４号） 

⑭高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の議事録（労基則第 34 条の

２の３） 

⑮労働時間等設定改善委員会の議事録（労働時間等設定改善法施行規則第２

条） 

⑯労働時間等設定改善企業委員会の議事録（労働時間等設定改善法施行規則

第４条） 
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Q２-３ 記録の保存期間の起算日の明確化の具体的な内容はどのようなもの

か。また、保存期間の起算日の明確化の対象となる記録は何か。 

（A） 

○ 改正前の労基則では、記録の保存期間の起算日について、当該記録の完結

の日等であることが規定されています。 

 

○ 改正省令では、記録の保存期間の起算日について、当該記録に係る賃金の

支払期日が当該記録の完結の日等より遅い場合には、当該支払期日が起算日

となることが明確化されます。 

 

○ また、当該明確化の対象となる記録は、Q２-１及び Q２-２で掲げた記録の

うち、以下のものとなります。 

②賃金台帳 

⑥賃金に関する書類 

⑦その他労働関係に関する重要な書類 

⑨専門業務型裁量労働制に係る労働時間の状況等に関する記録（労基則第 24

条の２の２第３項第２号）のうち労働時間の状況に関する記録 

⑩企画業務型裁量労働制に係る労働時間の状況等に関する記録（労基則第 24

条の２の３第３項第２号）のうち労働時間の状況に関する記録 

⑪企画業務型裁量労働制等に係る労使委員会の議事録（労基則第 24 条の２の

４第２項） 

⑫年次有給休暇管理簿（労基則第 24 条の７） 

⑬高度プロフェッショナル制度に係る同意等に関する記録（労基則第 34 条の

２第 15 項第４号）のうち、同意及びその撤回、使用者との間の合意に基づ

き定められた職務の内容、労働契約により使用者から支払われると見込ま

れる賃金の額、健康管理時間の状況、休日確保措置の実施状況並びに選択

的措置の実施状況に関する対象労働者ごとの記録 

⑭高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の議事録（労基則第 34 条の

２の３） 

⑮労働時間等設定改善委員会の議事録（労働時間等設定改善法施行規則第２ 

条） 

⑯労働時間等設定改善企業委員会の議事録（労働時間等設定改善法施行規則第

４条） 
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○ 例えば、事業主が就業規則等において、賃金計算期間を当月１日～末日、

賃金支払期日を翌月 10 日と定めているケースにおいては、タイムカード

等、賃金計算に係る記録の保存期間は、翌月 10 日から起算して３年の保存

が必要となりますので、留意する必要があります。 

 
 

○ なお、改正省令の施行日は令和２年４月１日ですが、同年３月 31 日以前

にタイムカードが完結する等のケースについても、それに係る賃金支払期日

が改正省令の施行日以後である場合においては、当該賃金支払期日から起算

して３年の記録保存が必要と考えられます。 

 

  



10 
 

３．付加金の請求期間の延長関係 

Q３-１ 付加金制度の対象となる違反とは何か。 

（A） 

○ 付加金制度の対象となるのは、以下の規定に係る違反です。 

 ①解雇予告手当（労基法第 20 条第１項） 

②休業手当（労基法第 26 条）  

③割増賃金（労基法第 37 条） 

④年次有給休暇中の賃金（労基法第 39 条第９項） 

 

 

Q３-２ 改正法の施行日以後、労基法第 114 条に規定する付加金の請求期間は

何年となるのか。 

（A） 

○ 改正法の施行日以後、付加金の請求期間は、現行の２年から５年に延長さ

れます。ただし、経過措置として、当分の間は３年が適用されます。 

 

 

Q３-３ 今般の改正による新たな付加金の請求期間の適用について、改正法の

施行日以後に違反があった時に該当するかは、具体的にどのように判断

するのか。 

（A） 

○ 付加金の請求は、労基法第 114 条に規定する「違反があった時」から２年

以内にしなければならないこととされていますが、当該「違反があった時」

は、Q３-１に掲げる①～④の手当等について、就業規則等で定められた支払

期日に支払がなされなかった時を意味します。 

 

○ したがって、改正法の施行日以後に違反があった時に該当するかは、当該

支払期日に支払がなされなかったことが改正法の施行日以後か否かで判断す

ることとなります。 
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４．その他 

Q４-１ 今般の改正による新たな賃金請求権の消滅時効期間や付加金の請求期

間は、賃金支払期日や労基法第 114 条に規定する「違反があった時」が

施行日前であった場合には適用されないのか。 

（A） 

○ 今般の改正による新たな賃金請求権の消滅時効期間や付加金の請求期間

は、賃金支払期日や労基法第 114 条に規定する「違反があった時」が施行日

前であった場合には適用されません。（これらを改正法の施行日以後に請求

する場合であっても、改正前の消滅時効期間等が適用されることになりま

す。） 
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Q４-２ 賃金関連記録の電子データ化を実施するに当たり、活用できる支援策

はないか。 

（A）  

○ 「働き方改革推進支援助成金」は、生産性を高めながら労働時間の短縮や

年次有給休暇の環境整備に向けて、上記労務管理用機器の導入や、外部専門

家のコンサルティング等の取組みの一部を助成するものです。 

 

○ 賃金関係記録の電子データ化や記録保存に向けて、労務管理用ソフトウェ

アや労務管理用機器等の導入や更新を行う場合には、本助成金の活用が可能

です。 

   

○ 助成金の活用に当たって、ご不明な点やご質問がございましたら、企業の

所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部室にお問い合わせくださ

い。 

  （参考）労働時間短縮・年休促進支援コース 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html 
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（参考１）改正法による改正後の労働基準法 抄 

 

（記録の保存） 

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃

金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 

（付加金の支払） 

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違

反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使

用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わ

なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の

支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五

年以内にしなければならない。 

（時効） 

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができ

る時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権（賃金の

請求権を除く。）はこれを行使することができる時から二年間行わない場

合においては、時効によつて消滅する。 

 

附 則 

第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年

間」とあるのは、「三年間」とする。 

② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」

とあるのは、「三年」とする。 

③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権は

これを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求

権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金

（退職手当を除く。）の請求権はこれを行使することができる時から三年

間」とする。 
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（参考２）改正法（労働基準法の一部を改正する法律）抄 

 

附 則 

  （付加金の支払及び時効に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正後の労働基準法（以下この条において「新法」と

いう。）第百十四条及び第百四十三条第二項の規定は、この法律の施行の日

（以下この条において「施行日」という。）以後に新法第百十四条に規定す

る違反がある場合における付加金の支払に係る請求について適用し、施行日

前にこの法律による改正前の労働基準法第百十四条に規定する違反があった

場合における付加金の支払に係る請求については、なお従前の例による。  

２ 新法第百十五条及び第百四十三条第三項の規定は、施行日以後に支払期日

が到来する労働基準法の規定による賃金（退職手当を除く。以下この項にお

いて同じ。）の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来し

た同法の規定による賃金の請求権の時効については、なお従前の例による。 

 

（参考３）改正省令による改正後の労働基準法施行規則 抄 

 

第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての

起算日は次のとおりとする。 

一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 

二 賃金台帳については、最後の記入をした日 

三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 

四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日 

五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 

② 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要

な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日

が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算

日とする。 

③ 前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第二号イ及び第二十四条の二の

三第三項第二号イに規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの

記録、第二十四条の二の四第二項（第三十四条の二の三において準用する場

合を含む。）に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二

第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録に

ついて準用する。 
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（参考４）改正省令による改正後の労働時間等の設定の改善に関する法律施行

規則 抄 

 

（労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存） 

第二条 法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業

主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を

作成して、これをその開催の日（当該委員会の決議が行われた会議の議事録

にあっては、当該決議に係る書面の完結の日（労働基準法施行規則（昭和二

十二年厚生省令第二十三号）第五十六条第一項第五号に定める完結の日をい

う。）（当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当

該支払期日））から起算して五年間保存しなければならない。 


